
 

川西市花屋敷団地等建替事業 

基本協定書（案） 
 

川西市花屋敷団地等建替事業（以下「本事業」という。）に関して、川西市（以下「市」

という。）と●、●、●、●及び●との間で、以下のとおり基本協定（以下「本協定」とい

う。）を締結する。 

 

（定義） 
第１条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。なお、本協定中、次の各号に掲げる用語以外の用語の定義は、入札説明書

等による。 
（１）「移転支援企業」とは、構成企業のうち、入居者移転支援業務等の業務を行う●を

いう。  

（２）「契約期間」とは、事業契約の締結日（効力発生日）から本事業の完了までの期間

をいう。但し、本事業の完了日以前に事業契約が解除された場合又は事業契約上の

規定に従って終了した場合は、事業契約の締結日（効力発生日）から事業契約が解

除された日又は終了した日までの期間をいう。 

（３）「建設企業」とは、構成企業のうち、建替住宅等及び関連する施設等の建設工事等

の業務を行う●をいう。 

（４）「工事監理企業」とは、構成企業のうち、工事監理業務等の業務を行う●をいう。 

（５）「構成企業」とは、落札者を構成する事業者を個別に又は総称していう。 

（６）「事業契約」とは、本事業の実施に関し、市と落札者との間で締結される、川西市

花屋敷団地等建替事業事業契約をいう。 

（７）「設計企業」とは、構成企業のうち、既存住宅等の解体撤去、建替住宅等及び関連

する施設等についての設計等の業務を行う●をいう。 

（８）「代表企業」とは、構成企業のうち、落札者を代表する企業である●をいう。 

（９）「提案書類」とは、本選定手続において、落札者が市に提出した提案書、市からの

質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに市に提出する一切の書類を

いう。 

（１０）「提示条件」とは、本選定手続において、市が提示した一切の条件をいう。 

（１１）「入札説明書等」とは、本選定手続に関し、平成３０年４月１６日に公表された

入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、

その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料（公表後の変更を含む。）並び

に入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して市が行った回答及び回答と

ともに公表又は配布された資料をいう。 

（１２）「法人等」とは、法人その他の団体をいう。 

（１３）「暴力団」とは、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団をいう。 

（１４）「暴力団員」とは、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。 

（１５）「暴力団等」とは、暴力団又は暴力団員をいう。 

（１６）「本選定手続」とは、本事業に関して実施された総合評価一般競争入札方式に              

よる民間事業者の選定手続をいう。 

（１７）「役員」とは、会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員をいう。 

（１８）「役員等」とは、法人その他の団体の役員及び役員以外で業務に関し監督責任を

有する使用人をいう。 



 

（１９）「落札価格」とは、落札者が入札した価格をいう。 

（２０）「落札者」とは、本選定手続により、落札者と決定された、●、●、●、●及び

●をその構成企業とするグループをいう。 

 

（趣旨） 
第２条   本協定は、本選定手続により、落札者が本事業の事業者として選定されたことを

確認し、落札者と市との間の事業契約締結のための市及び落札者の双方の協力その他本

事業の円滑な実施に必要な諸手続等について定めることを目的とする。 

 

（市及び落札者の義務） 
第３条 市及び落札者は、市と落札者が締結する事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実

に対応し、川西市議会の議決を得て事業契約の効力が生じるように最大限の努力をする 

２   落札者は、提示条件を遵守のうえ、市に対し提案書類を作成し提出したものであるこ

とを確認する。また、落札者は、事業契約の締結のための協議に当たっては、本選定手

続にかかる選定審議会及び市の要望事項を尊重する。 

 

（業務の受託、請負） 
第４条 本事業に関し、①既存住宅等の解体撤去、建替住宅等及び関連する施設等につい

ての設計の各業務を設計企業が、②既存住宅等の解体撤去、建替住宅等及び関連する施

設等の建設工事の各業務を建設企業が、③工事監理業務を工事監理企業が、④入居者移

転支援業務を移転支援企業が、⑤その他の業務を落札者の構成企業のうちのいずれかが、

それぞれ事業契約の規定に基づき担当するものとし、担当業務を第三者に行わせる場合

であっても、事業契約に定める条件を遵守するとともに、担当業務の全部を第三者に行

わせてはならない。 

２ 設計企業、建設企業、工事監理企業、及び移転支援企業は、事業契約により担当する

業務を誠実に行わなければならない。 

 

（事業契約） 
第５条 市及び落札者は、平成３０年１１月１０日を目処として、入札説明書に添付の事

業契約書（案）の形式及び内容にて、平成３０年１２月に開催される川西市議会への事

業契約に係る議案提出日までに、市と落札者間で事業契約の仮契約を締結できるよう、

最大限努力する。 

２ 前項の仮契約は、川西市議会の議決を得たときに本契約として、その効力を生じる。 

３ 市は、入札説明書に添付の事業契約書（案）の文言に関し、落札者から説明を求めら

れた場合、入札説明書等において示された本事業の目的、理念に照らして、その条件の

範囲内において、可能な範囲で趣旨を明確化する。 

４ 市及び落札者は、事業契約の締結（第２項に基づく本契約としての効力発生をいう。 

以下同じ。）後も、本事業の遂行のために協力する。 

５ 本条第１項及び第２項の規定にかかわらず、本条第２項に基づき事業契約が本契約と

しての効力を生じるまでの間に、本選定手続に関して落札者に次の各号のいずれかの事

由が生じたときは、市は、事業契約を締結しないことができ、また、仮契約を締結して

いる場合であってもこれを解除することができる。 

（１）落札者のいずれかの構成企業（代表企業を含む。以下同じ。）が、私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。本協定締結時までに

施行された改正を含む。以下「独占禁止法」という。）第６１条第１項に基づき排除

措置命令を受け、当該排除措置命令を受けた構成企業が同法第７７条に基づく取消

しの訴えを行政事件訴訟法第１４条に規定する出訴期間内に提起せず（提起後に取



 

り下げ、行政事件訴訟法第７条、民事訴訟法第２６２条第１項により初めから係属

していなかったものとみなされる場合を含む。）、出訴期間を徒過したとき。なお、

落札者のいずれかの構成企業が、平成２５年法律第１００号附則第２条に基づき、

平成２５年法律第１００号の施行日である平成２７年４月１日より前に、平成２５

年法律第１００号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（以下「旧独占禁止法」という。）第４９条第５項に定める通知を受けており、旧独

占禁止法の定める手続きの適用を受ける場合において、旧独占禁止法第４９条第１

項に基づく排除措置命令が、旧独占禁止法に定める手続きに則って確定したとき（当

該構成企業が、旧独占禁止法に基づき各命令を争う内容の審判請求を行い、当該審

判請求に対する却下審決、棄却審決又は違反事実が存在したことを内容とする審決

を受け、旧独占禁止法第７７条第１項に定める取消訴訟を、同項に定める出訴期間

内に提起しなかったときを含む。）。 

（２）落札者のいずれかの構成企業が、独占禁止法第６２条第１項により課徴金納付命

令を受け、当該課徴金納付命令を受けた構成企業が同法第７７条に基づく取消の訴

えを行政事件訴訟法第１４条に規定する出訴期間内に提起せず（提起後に取り下げ、

行政事件訴訟法第７条、民事訴訟法第２６２条第１項により初めから係属していな

かったものとみなされる場合を含む。）、出訴期間を徒過したとき。なお、落札者の

いずれかの構成企業が、平成２５年法律第１００号附則第２条に基づき、平成２５

年法律第１００号の施行日である平成２７年４月１日より前に、旧独占禁止法第５

０条第６項において読み替えて準用する旧独占禁止法第４９条第５項に定める通知

を受けており、旧独占禁止法の定める手続きの適用を受ける場合において、旧独占

禁止法第５０条第１項に基づく課徴金納付命令が、旧独占禁止法に定める手続きに

則って確定したとき（当該構成企業が、旧独占禁止法に基づき各命令を争う内容の

審判請求を行い、当該審判請求に対する却下審決、棄却審決又は違反事実が存在し

たことを内容とする審決を受け、旧独占禁止法第７７条第１項に定める取消訴訟を、

同項に定める出訴期間内に提起しなかったときを含む。）。 

（３）落札者のいずれかの構成企業が、独占禁止法第７７条第１項の規定により取消         

しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、棄却し、又は独占禁止法の

違反事実が存在したことを内容とする判決が確定したとき。 

（４）落札者のいずれかの構成企業の代表者、役員若しくは代理人、使用人その他の従

業者について、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条

に規定する刑が確定したとき、又は、落札者のいずれかの構成企業、それらの代表

者、役員若しくは代理人、使用人その他の従業者について、独占禁止法第８９条第

１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

６ 本条第１項及び第２項の規定にかかわらず、本条第２項に基づき事業契約が本契約と

しての効力を生じるまでに、落札者のいずれかの構成企業が、入札説明書等において提

示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、市は、事業契約を締結しないこ

とができ、また、仮契約を締結している場合であってもこれらを解除することができる。

但し、かかる場合であっても、市は、やむを得ないと認めた場合は、代表企業を除く落

札者の構成企業の変更又は追加を認めた上で、事業契約を締結することができる。 

 

（暴力団等の排除措置） 
第６条 市は、落札者が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、兵庫県警

察本部長に対して照会を行うことができる。構成企業は、市の求めに応じて、照会にあた

って必要となる事項について情報を提供しなければならない。 

 （１）構成企業について、暴力団員が、役員として又は実質的に､経営に関与しているこ

と。 



 

 （２）構成企業について、暴力団員を､役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人と

して使用し、又は代理人として選任していること。 

 （３）構成企業又はその役員等が、自己､自己が経営する法人等、自己が所属する法人等

又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団の威力を利

用していること。 

 （４）構成企業又はその役員等が、暴力団等に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜

を図っていること。 

 （５）構成企業又はその役員等が、暴力団等に関係する事業者であることを知りながら、

当該事業者に下請負を行い、その他当該事業者を利用していること。 

 （６）構成企業又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している

こと。 

２ 市は、前項の規定による照会により前項各号の一に該当する旨の回答または通知（以

下、本条において「回答等」という。）を受けた場合、川西市契約事務等から暴力団等を

排除するため、市は、その回答等の内容について、外郭団体等を含む市の関係部局と情

報を共有することができる。 

３ 構成企業は、本事業に係る業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれ

を行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、そ

の旨を市に報告しなければならない。 

４ 落札者又は構成企業は、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当

な要求（以下、本項において「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに、その旨を

市に報告し、及び兵庫県警本部に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。

本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介

入を受けたときも、同様とする。 

５ 市は、構成企業が、本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者

が暴力団等であることが判明したときは、契約が未締結である場合は、落札者に対し、

当該構成企業において当該第三者との間で契約を締結させないよう求めることができ、

当該構成企業に対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう求めることができ、契

約が締結済である場合は、落札者に対し、当該構成企業において当該第三者との間で契

約を解除させるよう求めることができ、当該構成企業に対し、当該第三者との間で契約

を解除するよう求めることができ。 

６ 市は、落札者又は構成企業が次の各号に該当するときは、本協定を解除すること、若

しくは事業契約を締結しないことができ、また、仮契約を締結している場合であっても

これらを解除することができる。但し、かかる場合であっても、市は、やむを得ないと

認めた場合は、代表企業を除く落札者の構成企業の変更又は追加を認めた上で、事業契

等を締結することができ、また、既に仮契約を締結している場合であっても代表企業を

除く落札者の構成企業の変更又は追加を認めた上で解除せずに存続させることができる。 

（１）構成企業が、第２項の回答等に基づき、第１項各号の一に該当する事実が明らか

になったとき。 

（２）構成企業が前項の規定による要求に従わなかったとき。 

（３）前各号に掲げるもののほか、落札者又は構成企業が正当な理由なく本協定に違反

し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められる

とき。 

 

（準備行為） 
第７条 落札者は、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関

するスケジュールを遵守するために、市と協議のうえ、市の承諾を得た事項について、

準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で、落札者の費用における準備



 

行為に協力する。 

 

（事業契約不調の場合における処理） 
第８条 落札者の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかった場合（第５

条第５項及び第６項並びに第６条第６項による場合を含む。）、既に市及び落札者が本事

業の準備に関して支出した費用はすべて落札者の負担とするほか、落札者の構成企業は、

連帯して、落札価格に事業契約に至らないことが確定した時点の消費税及び地方消費税

相当額を加算した金額の１００分の５に相当する金額の違約金を市に支払うものとし、

他方、市は何らの責任も負わない。 

２ 事由の如何を問わず、落札者の責めに帰すべき事由なくして事業契約の締結に至らな

かった場合、既に市及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とす

る他、市と落札者との間には、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。 

３ 事業契約の締結に至らなかった場合において、落札者は、公表済みの書類を除き、本

事業に関して市から交付を受けた書類及びその複写物をすべて返却しなければならない。

また、落札者は、本事業に関して市から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、

図面、電子的記録及びその複写物をすべて破棄しなければならない。この場合において、

落札者は、返却した資料等の一覧表及び廃棄した資料等の一覧表を市に提出するものと

する。 

 

（賠償金） 
第９条 落札者の構成企業は、事業契約締結後において、本選定手続に関し、第５条第５

項各号のいずれかの事由が生じたときは、市が事業契約を解除するか否かにかかわらず、

連帯して、落札価格に第５条第５項各号のいずれかの事由が生じた時点の消費税及び地

方消費税相当額を加算した金額の１００分の２０に相当する金額に、事業契約上の業務

の対価の支払が完了した日（事業契約上の業務の対価を分割して支払う場合において、

その全部の支払が完了していないときは、当該構成企業が第５条第５項各号のいずれか

に該当した日の直前の支払日）を起算日とする事業契約締結の日における政府契約の支

払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）に規定する財務大臣が指定す

る率により計算した遅延損害金を加算した額の賠償金を市に支払う。契約期間終了後も

同様とする。 

２ 前項の場合において、市が被った損害の額が前項の賠償金の額を超過する場合は、市

は、かかる超過額について落札者に損害賠償請求を行うことができる。 

 

（秘密保持） 
第１０条 市及び落札者は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずして、これ

を第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認する。但し、

裁判所その他公的機関により開示が命ぜられた場合、落札者が相手方に守秘義務を負わ

せた上で本事業に関する資金調達に必要かつ合理的な範囲で開示する場合及び市が法令

に基づき開示する場合は、この限りではない。 
 

（本協定の変更） 
第１１条 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができ

る。 

 

（協定の有効期間） 
第１２条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までと

する。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がな

いと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわ



 

らず、第８条、第９条、第１０条及び次条の規定の効力は存続する。 

 

（準拠法及び裁判管轄） 
第１３条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の

専属的合意管轄裁判所は神戸地方裁判所とする。 
 

（協議） 
第１４条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて市と

落札者の間で協議して定める。 

 



 

以上を証するため、本協定書を２通作成し、当事者記名押印の上、川西市及び代表企業

が本書各自１通を保有する。構成企業においては、写しを保有する。 

 

 

平成３０年●月●日 

 

 

市： 

 

 

 

 

代表企業： 

○○市○○町○丁目○番○号 

株式会社●●● 

●●● ●●● 

 

 

構成企業： 

○○市○○町○丁目○番○号 

株式会社●●● 

●●● ●●● 

  

 

構成企業： 

○○市○○町○丁目○番○号 

株式会社●●● 

●●● ●●● 

  

 

構成企業： 

○○市○○町○丁目○番○号 

株式会社●●● 

●●● ●●● 

  

  

構成企業： 

○○市○○町○丁目○番○号 

株式会社●●● 

●●● ●●● 

  

  

 


